
「決められたルールからはずれた方法や目的で薬物を使うこと」です。

麻薬や覚醒剤のような法律で禁止されている薬物は、たった一回使用しただけでも

「薬物乱用」です。医薬品の場合も用法・用量を守らずに使用すると「薬物乱用」になります。

10月１日から11月30日は、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」期間です。麻薬や覚醒剤、大麻、危険ド

ラッグ（「合法」「脱法」「ハーブ」「アロマオイル」などと称して偽装販売）などの違法薬物を使用する（＝犯

罪を犯す）とどうなるか、正しい知識を身につける機会にしましょう。

薬物乱用防止

保健室だより
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参考：厚労省 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 薬物乱用防止読本 健康に生きようパート36 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001038789.pdf （2023/10/3 参照）
厚労省 ご家族の薬物問題でお困りの方へ（家族読本） https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001079868.pdf （2023/10/3 参照）

少しでも怪しいと思ったら、

◎ きっぱりと断る

◎ その場を離れる

◎ 困ったときは相談する（大学の教職員、

相談窓口など）

薬物乱用とは？

薬物乱用によって起こる様々な問題

幻覚や妄想などの精神障害、運動機能の低下、内臓機能の低下など

心身に様々な症状を引き起こし、最悪の場合中毒死することもありま

す。また、一度薬物乱用によってダメージを受けた脳は元の状

態には戻らないといわれています。

薬物乱用が危険なわけ

違法薬物はその効果が切れると、心身に不快な症状が現れ、またそ

の薬が欲しいという欲求がわいてきます。そして乱用を繰り返すうちに

耐性がついて使用量や回数が増えていき、自分の意志だけでは

やめられなくなってしまいます。

違法薬物の使用を誘われたら
薬物に関する相談窓口

大阪府薬務課
TEL ０６－６９４１－９０７８

大阪府こころの健康総合センター
TEL ０６－６６９１－２８１１

秘密
厳守

違法薬物の使用は犯罪であり、所持した時点で刑事罰の対象になります。

また、薬物による幻覚や妄想などの症状から障害事件や交通事故を起こしたり、

薬物を買うお金欲しさに対人トラブルや犯罪を犯す可能性まであります。もし逮

捕されてしまったら、自分個人の問題だけではすみません。薬物乱用は、大切な

家族や友人にまで悪影響を及ぼすことを覚えておかなければなりません。

心身への悪影響

薬物依存


